
○とちぎ地方創生推進会議
(1) 目 的 県及び市町のまち・ひと・しごと創生総合戦略の推進にあたり、県と市町の

情報共有、連携調整を行う。
(2) 構 成 員 副知事、副市町長、県総合政策部長（会長：副知事、副会長：宇都宮副市長）
(3) 事 務 局 県総合政策課
(4) 開催頻度 年２回程度開催

「とちぎ創生１５戦略」推進に当たっての市町との連携について

資料７

【小さな拠点づくり支援】
(1) 窓口 地域振興課（ワンストップ）
(2) 内容 国や県の補助金等の活用・採択に向けた助言、先進事例の紹介等

により市町を支援
◎庁内連絡会議設置（関係課：保健福祉課、農村振興課、交通政策課等）

➢ オール県庁での支援体制確立

平成28年6月24日 総合政策部

「とちぎ創生１５戦略」を推進するに当たり、県全体で地方創生の流れを確かなものにするため、
以下の会議等を通じ、市町との情報共有及び連携強化を図る。

【移住促進】
(1) 窓口 「とちぎ暮らしサポートセンター」(H27都内に開設)
(2) 内容 UIJターンに関する相談対応や、とちぎの魅力を発信
◎「とちぎ暮らし・しごと支援センター」(H28機能強化)

➢ 仕事に関する相談機能を追加

【空き家対策】（移住）
栃木県移住・定住促進サイト「ベリーマッチとちぎ」
➢ 市町の空き家バンクに登録されている物件情報を一元的に発信

○とちぎ暮らし推進協議会
(1）目 的 オールとちぎ体制で移住を促進するため、各機関の連携を図る。
(2）構 成 員 県：地域振興課、観光交流課、労働政策課、農村振興課、経営技術課、東京事務所

市町：地方創生所管課室等
関係団体：JA栃木中央会、中小企業団体中央会など

(3）事 務 局 県地域振興課
(4）開催頻度 年２回程度開催

※ 個別の政策課題は、他の既存会議を活用し、必要に応じ随時新たな会議等を設ける。

【空き家対策】（老朽危険空き家など）
空き家対策庁内連絡会、栃木県住生活支援協議会(空き家住み替え部会）
➢ 老朽危険空き家対策や空き家の有効活用等

○とちぎ地方創生連絡会議
(1) 構 成 員 各市町地方創生所管課室長、県総合政策部
(2) 事 務 局 県総合政策課
(3) 開催頻度 年３回程度開催

いちご


